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令
和
３
年
度
葛
巻
町
成
人
式
典
は

１
月
10
日
、
グ
リ
ー
ン
テ
ー
ジ
で
開

催
さ
れ
、
平
成
12
年
度
生
ま
れ
54
人

の
う
ち
36
人
が
出
席
し
ま
し
た
。

　
鈴
木
重
男
町
長
は
「
仲
間
と
助
け

合
い
、
ふ
る
さ
と
葛
巻
町
へ
の
思
い

を
持
ち
続
け
、
将
来
は
ぜ
ひ
町
で
活

躍
い
た
だ
き
た
い
」
と
式
辞
。
そ
の

後
、
新
成
人
を
代
表
し
て
石
角
南は
な花

さ
ん
が
成
人
証
を
受
け
取
り
、
笹
川

成せ
い
り
ゅ
う龍

さ
ん
が
「
離
れ
た
土
地
に
い
て

も
町
の
発
展
を
応
援
し
、
町
に
関

わ
っ
て
い
き
ま
す
」
と
誓
い
の
言
葉

を
述
べ
ま
し
た
。

　
ミ
ド
リ
ア
パ
レ
ル
中
央
㈱
の
研
修

生
で
、
町
在
住
の
外
国
人
と
し
て
初

め
て
成
人
式
に
出
席
し
た
ベ
ト
ナ

ム
出
身
の
ク
ァ
ッ
ク・
テ
ィ・
ト
ゥ・

フ
ォ
ン
さ
ん
は
「
ベ
ト
ナ
ム
に
は
成

人
式
が
な
い
の
で
、
葛
巻
町
で
大
人

の
仲
間
入
り
が
で
き
て
嬉
し
い
」
と

笑
顔
を
見
せ
、江
田
瑠る

な栞
さ
ん
は「
将

来
は
福
祉
関
係
の
仕
事
を
目
指
し
て

い
ま
す
。
気
品
あ
る
大
人
の
女
性
に

な
り
た
い
」
と
目
標
を
語
っ
て
く
れ

ま
し
た
。
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2022年４月１日から成年年齢が18歳に

　2022年４月１日から、社会に一人前の構
成員として迎え入れられる「成年年齢」が18
歳に引き下げられます。
■成年年齢とは
　１人で有効な契約ができ、親権に服さなく
なる年齢を「成年年齢」といいます。成年に

令和４年度以降も成人を祝う行事は20歳が対象です

誓いの言葉を述べる笹川成龍さん 凛々しい姿で式に臨む新成人の皆さん

成人証を受け取る石角南花さん

町の成人を祝う行事は20歳で
なると、親の同意なく契約を結ぶことができ
る反面、結んだ契約を守る責任を負うことに
なります。成年年齢の引き下げには、18歳、
19歳の人に社会で活躍してほしいという願
いが込められています。
　なお、飲酒、喫煙、競馬や競輪などのギャ
ンブルは、これまでどおり20歳未満は禁止さ
れます。
■町の成人式典は「20歳の集い」に
　18歳の新成人の多くが高校３年生であり、
進学や就職など進路選択の重要な時期である
ことから、町ではこれまでの成人式典は「20
歳の集い（仮称）」として行う予定です。
　18歳の新成人の皆さんには、町からお祝い
のメッセージ送るほか、契約行為の注意事項
など必要な情報を提供し、新成人の社会生活
をサポートします。


